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令和 3年第 4 貝塚市議会定例会会議事項口
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日
［ 次

議  案

事 件 名 頁
種別 番 号

報告 27
処分報告 (令和 3年度貝塚市一般会計補正予算 (第 12号))

の件

議案 66 損害賠償の額を決定する件 に
０





報告第 27号

処分報告 (令 和 3年 度貝塚市一般会計補正予算 (第 12号 ))の 件

次の事件 は、地方 自治法第179条 第 1項 の規定 に基づ き、次の とお り処分 した もの

であるので、同条第 3項 の規定によ りこれ を報告 し、承認 を求 める。

令和 3年 12月 13日 提出

貝塚市長  藤 原  龍 男
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令和 3年 度貝塚市一般会計補正予算 (第 12号 )の 件
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令和 3年 度貝塚市一般会計補正予算 (第 12号 )の 件

令和 3年 度貝塚市 の一般会計補正予算 (第 12号 )は 、次に定めるところによる。

(歳 入歳 出予算 の補正 )

第 1条  歳入歳 出予算 の総額 に歳入歳出それぞれ 707, 620千 円を追加 し、歳

入歳出予算 の総額 を歳入歳出それぞれ 40, 777, 946千 円 とす る。

2 歳入歳 出予算の補正の款・項 の区分及び 当該 区分 ごとの金額並び に補正後 の歳

入歳 出予算 の金額 は、 「第 1表  歳入歳 出予算補正」による。

令 和 3年 11月 25日 処 分

貝塚市長 藤 原 龍 男
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=■うヘ 項 補正前の額 補 正 額 計

14.国庫支出金 7,641,788 707,620 8,349,408

2.国庫補助金 1,308,741 707,620 2,016,361

歳 入
′ ヽ

計 40,070,326 707,620 40,777,946

歳 入

第 1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

(単位  千円)
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歳  出 (単位  千円)

=´
不ヘ 項 補正前の額 補 正 額 計

3.民生費 17,071,319 707,620 17,778,939

2.児童福祉費 7,049,853 707,620 7,757,473

戚 出
∠́ヽ

計 40,070,326 707,620 40,777,946
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議案第 66号

損害賠償の額を決定する件

令和 3年 2月 18日 、本市橋本の通学路において、登校 していた児童が、走行する車両を避けるた

め側溝の溝蓋の上に乗つたところ、溝蓋が落下し、右足首に打撲を負った事故について、損害賠償の

額を決定するものとする。

令和 3年 12月 13日 提出

貝塚市長 藤 原 龍 男

1 損 害 賠 償 の額

2損 害賠償の相手

16,298円

(保護者 )
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